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横須賀市国民保護計画の改訂方針について 

 

 

１．横須賀市国民保護計画改訂等の経緯について 

平成 19年３月 国民保護法に基づき、横須賀市国民保護計画を策定 

平成 20年３月 県計画の変更に伴い、内容を一部改訂 

（安否情報の収集等に関する事項の追記、関係機関 

の名称変更、本市対策部の業務区分の変更等） 

平成 23年３月 県計画の変更に伴い、内容を一部改訂 

（安否情報システムの運用開始、現地調整所の 

設置等に関する事項の追記） 

 

２．改訂の趣旨 

本市計画の上位計画である神奈川県国民保護計画が平成 26年 11月に変

更されたことに伴い、改訂を行います。 

 

３．主な改訂内容など 

（１）神奈川県国民保護計画変更に伴うもの 

・国からの警報等を伝達する手段である緊急情報ネットワークシステム

（Em-Net）、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を計画に位置付けなど 

（２）横須賀市地域防災計画改訂に伴う変更 

・対策本部等の体制の変更など 

（３）その他 

・国や関係機関の機構改革に伴う名称変更など 

 

４．今後の主なスケジュール 

 

平成 27年２月 横須賀市国民保護協議会にて改訂の概要説明 

５月 事務局にて素案作成 

６～８月 協議会各機関及び庁内組織へ素案に対する意見照会 

９～11月 事務局にて改訂案作成及び県への協議 

平成 28年１月 横須賀市国民保護協議会にて、改訂内容の承認 

３月 計画改訂完了、公表 
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